
�市街化調整区域における地区計画制度の活用について�

市街化調整区域とはどんなところですか？

・市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
・優良な農地の保全を図る区域です。
・無秩序の開発や、市街化の促進を防ぐため、
開発行為や建築行為は厳しく制限されています。

地区計画とはどんな制度ですか？

■静岡市の市街化調整区域

地区計画はどのようにして策定していくのですか？

地区計画は住民の皆さんでつくるまちづくりの計画です。
市は皆さんのサポートをします。

地区計画素案の作成者
（住民・事業者）

備 考静岡市

■地区計画策定の流れ

第１段階

発意

地区計画素案作成の発意

地域の皆さんで、課題や将来像について
話し合います

基本方針との整合確認

地区計画の策定ができるか確認します

区域の決定、組織設立

地区計画の区域を定め、まちづくりを行う
組織を設立します

第２段階

組織の設立
組織の認定

組織の設立を認定し、まちづくりを
サポートします

・地域まちづくり構想の検討
・地区計画素案の検討

◎勉強会を開催します
◎地区の課題を整理します
◎目指す将来像を描きます
◎まちづくりのルールを検討します
◎土地所有者等の合意形成を行います
◎周辺住民に対して十分な周知を行います

第３段階

構想・計画の検討 まちづくりのサポート

◎勉強会に参加します
◎専門のアドバイザーを派遣します
※地域まちづくり推進エリアに限る

◎資料の作成を補助します
◎関係機関と協議します
◎同意状況を確認します

地域まちづくり構想の策定 地域まちづくり構想の認定
第４段階

構想の策定

適用地区の申請
第５段階

適用地区の決定

地区計画素案の決定

※地域まちづくり推進エリアに限る

地区計画の案の申し出 都市計画決定手続

第７段階

地区計画に

基づくまちづくり

開発行為
技術基準
への適合

都市計画
マスター
プランへの
整合

静岡市地域
まちづくり
推進条例

第６段階

地区計画の

都市計画決定手続

都市計画決定の告示

開発許可建築条例
地区計画区域内での
建築等の届出
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目的
市街化調整区域における地区計画制度を活用することにより、「市街化を抑制すべき区域」という

市街化調整区域の性格を変えない範囲で、必要な開発や土地利用を計画的かつ適切に誘導します。

壁面後退による
開放的空間の創出

敷地内緑化
の推進

身近な公園や
道路の整備

建物用途を限定して
調和のある街の形成

建物の外観や
色彩のルールに
よるまとまりの
ある景観形成

建物のボリュームを
抑え統一感のある
街並みの形成

地区施設(歩道)
の整備

敷地面積の設定

■市街化区域における地区計画のイメージ ■市街化調整区域における地区計画のイメージ

市街化区域 市街化調整区域

大規模開発の
緩和による
観光資源の活用

大規模開発の緩和
による工業団地の整備

市街化調整区域における

区域を限定した

開発が可能

既存集落における
建築物の用途の緩和

新東名
ＩＣ

・地域が主体となって作成する、良好な環境の形成や保持のために公共施設（道路、公園など）の
整備や建築物の形態や用途を面的に定める、地区独自のまちづくりのルールのことです。
・市街化調整区域では、地区計画で定められた用途の建築物の立地が可能となります。

静岡市はどんな都市を目指しているんですか？

：産業検討拠点

：観光交流文化拠点

：産業軸

：観光・交流軸

：自然調和ゾーン

産業検討拠点

産業軸③

産業軸②

産業軸①

観光・交流軸①

観光交流文化拠点等①

観光交流文化拠点等②

産業検討拠点

麻機緑地

観光交流文化拠点等③

＊麻機緑地は都市環境の方針に位置付け

●集約連携型都市構造の形成

「集約化拠点・ゾーンの形成とネットワ
ーク化」と「広域基盤、歴史・自然資源
の戦略的活用」の２つの着目点により、
「集約連携型都市構造」の形成を目指し
ています。
拠点や軸の形成に向け、必要性やポテン
シャルの高いエリアを戦略的かつ効果的
に活用します。

●協働のまちづくりの推進

地域の実情に沿った、市民が主役のまち
づくりを推進します。
地区計画によるまちづくりを推進し、
地域の個性や魅力の向上を目指すととも
に、地域課題の解決を図っていきます。

■集約連携型都市構造

市街化調整区域（約13,009ha）

市街化区域（約10,474ha）

地区計画素案の申請

適用地区の認定

地区計画素案の認定

※1年程度時間を要します

MEMO

※地域まちづくり推進エリアに限る

※地域まちづくり推進エリアに限る



■産業系土地利用誘導エリア

・「日本平」「三保」「久能山東照宮」などを世界に誇る
観光資源として活用します。

・東海道歴史街道における観光ルートの整備や観光客の
回遊性向上を図り、歴史的資源の魅力や価値を高めます。

・貴重な自然環境を保全しながら、人と自然のふれあいの場
として活用します。

適用エリアの考え方

出典：内閣官房 歴史的資源を活用した観光まちづくり連携推進室

空き家を活用した宿泊施設

出典：熊谷市静岡市駿河区宇津ノ谷地区

古民家をカフェにリノベーション歴史的景観の保全

・(都)第二東名自動車道新静岡ＩＣ、清水いはらＩＣの５ｋｍ圏内
・東名高速道路、(都)国道一号バイパス線ＩＣの１ｋｍ圏内
・その他産業軸の沿道周辺

適用エリア

・有度山、三保地区、旧東海道二峠六宿、麻機地区遊水地の
周辺で、原則５ｈａ以上の区域

適用エリア

■観光資源活用エリアのイメージ

既存集落における住民主体の安心・安全・便利に暮らせる環境づくり

地域経済の活性化に向けた産業活動を支える拠点づくり

適用エリアの考え方

静岡市特有の歴史や文化資源など地域の個性を活かした拠点づくり

■産業系土地利用誘導エリアのイメージ

静岡市清水区宍原

適用エリアの考え方

適用エリアと適用条件

地域住民に必要な生活
利便施設(店舗、診療所、
美容院等)の集積誘導

建築物のルールを
定め、ゆとりある
住環境を形成

緊急車両が通行
できるように道路
を拡幅

既存の農地を活用した
農家レストラン

地区計画の区域
空き家を活用した
移住者の受け入れ

地域住民の憩いの場と
なるポケットパークの
整備

農家
レストラン

・０.５ｈａ以上の区域
・既に集落が形成され、居室を有する建築物の敷地どうしの
最短の距離が20ｍ以内で連たんしていること
・市が認定した「地域まちづくり構想」で地区計画の活用が必要であると認められる区域

・既存集落の地域活力やコミュニティを維持します。
・地域の生活を確保するため、日常生活に必要なサービス
を集積します。
・公共施設の保全により安全・安心に暮らせる生活環境を
維持します。
・地域の課題を住民自らが発見・共有し、住民発意による
主体的なまちづくりを行い、行政は下支えをします。

■地域まちづくり推進エリアのイメージ

地域まちづくり推進エリア

産業系土地利用誘導エリア 観光資源活用エリア

市街化調整区域の３種類のエリアで地区計画が活用できます地区計画の適用エリアと活用方法

・「静岡市地域基本計画」における地域の特性を活用する
分野の企業立地が可能になります。
・周辺環境に配慮した操業環境の整備を図ります。

こんなことができます！

こんなことができます！
こんなことができます！

・原則５ｈａ以上の区域
・静岡市地域基本計画の地域の特性を活用する
分野の企業

・複数の建築物による面的な開発

適用条件

地区計画の区域に次のものを含むことができません

・農業の振興を図る地域
（農振法に基づく農用地区域（青地）、農地の転用の許可が見込まれない農用地など）

・自然環境の保全を図る地域
（保安林、自然公園法の特別地域、自然環境保全法の指定地域など）

・災害発生の恐れのある地域
（土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域など）

市街化調整区域

地区計画

適用エリア

■適用エリアと地区計画の関係

地区計画

適用エリア
３種類の適用エリア内の一定の条件を満たした地区で地区計画の策定ができます。
例）・適用エリアの方針や考え方に合致していること
・計画的で良好な開発行為であること
・関係機関との協議、調整が整っているもの
・土地所有者等の多数の賛同が得られていること
・周辺住民等の合意形成が図られているもの …など

適用エリア内で地区計画の策定ができます

■観光資源活用エリア

■地域まちづくり推進エリア

地域まちづくり推進エリア
（市街化調整区域全域）


